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フ
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フ
υ

ン

ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
ン

ト

所
有
権
に
就
い
て

土

屋

I型

白
H
円

内

ri'Jヨ

-a-

絡

ー同

山第一
第
二
第
三

ア
パ
ー
ト
メ
U
J

ト
所
有
権
の
沿
革

ア
パ
ー
ト
メ

y
ト
所
有
棋
の
意
義
と
其
取
得

ア
パ
ー
ト
メ

ν
ト
に
閲
す
る
現
行
法
制

第第第
六五四

ア
パ
ー
ト
メ
V
J

ト
所
有
権
の
内
符

ア
パ
ー
ト
メ

ν
ト
に
関
す
る
諸
搭
利
の
行
使
又
は
設
定

ア
パ
ー
ト
メ
V

ト
に
於
げ
る
管
理

幸長

口

緒

冨

都
市
は
か
な
り
念
激
に
点
平
面
的
に
膨
脹
じ
て
行
く
こ
と
は
交
通
機
関
の
護
蓬
等
が
之
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
之
が
或
る
程

蓮
す
る
時
は
再
び
人
口
が
都
市
の
中
心
地
に
向
っ
て
集
中
し
て
行
く
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
看
過
し
難
い
事
賓
で
あ
ら
う
。
叉
牡

活
の
桂
雑
さ
を
加
へ
る
と
同
時
に
之
を
構
成
す
石
杜
舎
員
並
に
各
機
関
が
生
活
の
本
撲
を
集
中
し
て
行
く
に
随
っ
て
、
平
面
的
な
建
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築
物
は
立
膿
的
と
な
っ
て
、
上
居
に
上
屠
を
重
ね
て
行
っ
て
批
大
な
も
の
と
な
り
、
自
然
人
自
ら
も
其
家
庭
生
活
を
此
中
に
最
も
能

7
7
Y
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
vt

ト
所
有
様
に
就
い
て
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7
7
Y
ス
訟
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
V

ト
所
有
権
に
就
い
て
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率
的
に
即
ち
経
掛
的
に
管
む
こ
と
を
欲
求
す
る
念
が
次
第
に
増
加
し
て
行
く
。
之
に
伴
っ
て
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

ハ
ア
バ
ル
ト
7

ン

L
P
E
v
z
g
g
B
3
の
所
有
樺
其
他
の
之
に
閉
す
る
樺
利
観
念
の
護
蓮
は
近
世
私
法
の
重
要
な
法
律
現
象
の
一
と
し
て
看
取
す
る
こ
と

を
得
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
大
戦
前
と
4

人
戦
後
に
於
て
は
か
な
り
事
情
が
襲
化
し
て
ゐ
る
こ
と
は
後
述
の
遁
り
で
あ
る
が
、
概
言
す
れ
ば

大
戦
前
に
は
多
く
濁
立
的
な
個
有
的
な
住
居
を
欲
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
戦
後
に
は
個
人
的
家
屋
の
所
有
権
を
底
分
し
て
都
市
内

に
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
念
が
織
と
な
っ
た
。
元
来
ア
パ
ー
ト
メ
以
ト
ぞ
都
市
の
中
心
地
に
求
む
る
理
由
は
日
々
一
吐
合
活
動

の
中
心
地
へ
向
ふ
矯
め
の
時
間
、
費
用
‘
疲
努
等
を
可
能
的
減
縮
す
る
こ
と
を
敬
す
る
に
在
る
と
共
に
.
弧
濁
的
な
生
活
を
管
み
勝

な
金
利
生
活
者
『

B
巴
2

恩
給
生
活
者
司
自
己

8
5日
2
と
雄
も
、
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
内
の
生
活
の
安
易
と
使
盆
及
び
自
己
の
欲
求

乃
至
趣
味
に
合
致
せ
し
め
得
る
所
の
快
適
を
考
へ
る
時
に
.
や
は
り
其
内
に
仲
間
入
り
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

一
方
大
戦
後
は
貸
融
市

償
値
の
暴
落
、
土
地
償
格
或
は
建
築
材
料
又
は
賃
金
の
騰
貴
の
傾
向
は
物
債
の
騰
貴
と
共
に
一
般
家
庭
経
慣
の
均
衡
を
破
り
、
砂
く

と
も
時
代
に
併
行
し
叉
は
遅
れ
な
い
設
備
と
し
て
経
摺
上
か
ら
見
て
も
集
合
的
に
即
ち
具
躍
的
に
云
へ
ば
土
地
及
建
物
を
結
合
す
る

と
共
に
之
を
最
も
少
き
費
用
で
利
用
し
得
る
矯
め
に
、
叉
賓
際
生
活
上
か
ら
見
て
も
安
易
便
利
快
適
な
生
活
を
最
も
充
分
に
且
最
も

現
代
文
化
的
に
採
り
得
る
矯
め
に
は
、
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
生
活
を
以
て
最
上
の
手
段
方
法
と
嬬
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
リ
だ
け
を
例
に
取
っ
て
見
て
も
、

一
九
二
九
年
に
は
約
一
万
五
千
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
者
が
あ
っ
て
、
何
れ
も
自
己
に

相
品
回
国
す
る
庚
さ
を
有
す
る
建
物
の
中
に
.
愛
す
る
我
が
家
を
見
出
し
又
は
見
出
さ
し
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。

不
動
産
分
割
所
有
者
協

曾
ハ
同
『
巳
8
4
H丘
町
市
但
]
白
血

g
H
M
H
O官
富
田
町
。
目
色
。
田
吋

zauロ団
内

H
W
H
5
5
2
z
g
H

ロ③
-HM・
『
-
H・
)
の
名
簿
か
ら
見
て
も
官
吏
、

Ch. L. Julliot: Traite formulaire de Ia division des maison日paretages， N 0 
13， p. 16 に依れ1t"50乃豆~60%の費用ぐ潟立家屋と同様の談備かアパートメ V

トに於て得られるといふ口 f~I森本博士「アパートメ v ト・;." fJス」第三十二頁
以下参照
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司
法
官
、
商
人
、
工
業
者
、
醤
師
、
職
工
.
僕
牌
等
諸
種
の
階
級
を
網
羅
し
、
此
の
事
買
は
グ
ル
ノ

l
プ
ル
、
リ
才
ン
等
に
於
て
も

同
様
に
存
在
す
お
。

勿
論
賃
貸
借
に
依
る
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
利
用
の
教
は
よ
り
非
常
に
多
数
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
後
述
の
如
く
一
般
の
家
屋
賃
貸
借

契
約
闘
係
に
於
け
ゐ
法
の
遁
用
を
受
け
る
範
園
は
庚
い
。

然
し
例
へ
ば
近
時
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
商
事
財
産
樫

(
1
4
z
b広
2
5
・

5
2口
円
何
回
]
る
に
闘
し
で
も
其
訴
訟
に
於
て
数
年
間
在
費
す
事
例
の
あ
る
こ
と
密
着
れ
ば
、
俄
令
庄
舗
と
し
て
も
建
物
の
一
部
に
自
己
の

所
有
権
を
有
す
る
に
若
く
は
な
く
、
且
夫
が
共
有
の
賦
態
に
在
っ
て
も
、
訴
訟
に
繋
属
す
る
事
件
の
教
は
よ
り
遥
か
に
寡
少
な
る
こ
と

に
鑑
み
れ
ば
其
利
盆
は
瞭
か
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
賃
貸
借
に
於
け
る
法
律
問
題
は
、

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
其
れ
に
就
い
て

多
少
特
異
性
を
有
す
る
が
、
此
の
短
い
論
文
に
於
て
は
其
の
一
端
に
慣
れ
る
に
止
め
た
い
。
叉
所
有
権
を
伴
ふ
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の

護
蓮
の
一
理
由
は
其
の
賃
貸
借
の
不
安
に
在
る
事
も
事
賓
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
銭
替
或
は
物
債
の
盤
動
は
賃
貸
償
桔
の
不
安
定
を
来

し
、
殊
に
長
期
の
契
約
闘
係
を
獅
惇
せ
し
め
た
甲
}
と
に
因
っ
て
よ
り
多
く
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
の
欲
求
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
ち

然
し
な
が
ら
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
に
闘
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
現
行
法
制
は
甚
だ
不
備
で
あ
る
こ
と
後
述
の
如
く
、
殊
に
階
屠

ハ
臥
昨

p
m
D一
)

み
そ
異
に
し
て
存
す
る
其
れ
の
如
き
に
於
て
は
種
々
の
困
難
な
問
題
を
生
じ
て
ゐ
る
が
、

A
1
は
既
に
地
方
的
な
慣
習
の
み
に

任
す
べ
き
で
は
な
く
法
制
上
の
解
決
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
。
最
近
に
な
っ
て
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
護
蓮
が
や
L
遅
綬
の
航
態
に

在
る
こ
と
は
、
其
の
需
要
に
封
し
て
投
機
的
企
業
に
因
っ
て
供
給
過
多
に
陥
っ
た
こ
と
.
殊
に
近
年
の
檎
績
的
不
況
が
摘
し
て
ゐ
る

こ
と
，
不
動
産
曾
祉
に
於
け
る
課
説
か
不
動
産
牧
入
の
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
も
原
因
で
あ
る
が
、
資
金
闘
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係
の
利
丞
を
奥
一
へ
た
一
九
二
六
年
四
月
一
戸
法
・
ハ
特
に
第
一
三
保
)
が
其
の
護
蓮
ぞ
助
長
し
た
鈷
は
之
を
認
め
て
も
.

立
法
上
の
不

プ
ラ
Y

ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
y

ト
所
有
擦
に
就
い
て

一
一一一一

Robert Bernard: Le ProprietaIl'e d'Appartement， p. xnr et p. !) 
Ibid ; p. 7. note (2)，戦前三百万のパザ市民中二百七十万11借家人てあるo
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於

借

b

に
e

貸

方

名

貨

凶

遮

伐

J
I

共

之

副

の

じ

m

掲

然

勾

前

D

しか

は

う

h
u

て
ら

.m

し

あ

o
m山

と
ぐ
・

5

p

-
献
み
あ

h

文

の

ぞ

凶

の

る

の

イ

図

あ
F

も

阿

我
が
、
る
町
一

4
害
す
い
司

ロ
!
?
に
於
て
は
水
平
的
分
割
は
巌
格
法
に
抵
備
し
て
之
を
越
ゆ
る
こ
と
を
得
か
し
て
、
只
垂
庇
的
分
割
の
み
が
行
は
れ
て
ゐ
た
。
す
究
開
叫

閲

初

に

d

二
戸
の
家
が
軍
一
の
屋
根

(
Z
5
8
Eぽ
E
民
自
与
を
以
て
蔽
は
れ
、
戸
叉
は
玄
関
或
は
時
に
庭
及
表
庭
(
出

E
z
g
)
を
共
有
す
る
に
れ
ト
山

」
見
V

出

λι
メ
∞
ー

す

か

ト

c

b

ρ

済

-
ω
p

一

経

パ

バ

川

ぺ
合
ア
刊
・
ω

ハ
リ
祉
の

U

L

一

り
も
の
的
、
川
句

叶
ほ
旧

b
J川

マ

制

H
H
:
旧

~

木

利

町

四

日

森

る

A
U
札
訓

7
7
V
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
Y

干
所
有
権
に
就
い
て

ニ一一一四
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備
映
陥
は
若
干
の
程
度
に
於
て
不
都
合
そ
感
ぜ
し
め
て
ゐ
る
こ
と
も
其
の
原
因
に
加
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
之
が
ア
パ
ー
ト

メ
ン
ト
に
闘
す
る
法
律
的
研
究
治
必
要
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

第

ア
パ
ー
ト
メ
シ
ト
所
有
擢
の
沿
草

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
法
制
居
者
る
矯
め
に
先
づ
其
の
大
躍
の
沿
革
に
就
い
て
述
べ
る
。

古
代
の
例
ぞ
一
つ
築
け
る
と
.
パ
ピ
ロ
ニ
ア
第
一
王
朝
の
シ
パ
ル

(
E
E
Pる
王
イ
ン
メ
ル

i
ム

Q
E
5
2
2
5
)
時
代
(
純
一
克
前

第
二
世
紀
)
に
或
る
建
物
に
於
て
所
有
者
は
其
の
地
階
同
市
N

・F-口
宮
戸
田
出
品
凸
を
賢
り
、
自
ら
其
の
階
土
を
酒
揚
と
し
て
其
所
有
樺
を

保
存
し
、
其
隔
壁
は
買
主
の
所
有
権
と
し
て
境
界
を
形
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
事
買
が
あ
る
。

こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
然
し
地
下
室

(
2
W
1
p
)
叉
は
屋
根
上
に
住
居
し
た
揚
合
に
其
上
下
の
分
割
に
よ
り
所
有
樺
の
匝
別
は
之
を

鋳
し
得
・
?
、
通
常
公
路
に
直
接
入
口
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
集
合
家
屋
の
建
築
者
又
は
其
上
に
階
居
い
な
有
す
る
地
下
室
の
所
有

者
の
何
れ
か
に
軍
濁
所
有
樺
ぞ
認
め
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
共
有
の
建
築
物
は
分
割
を
飴
義
な
く
さ
れ
て
ゐ
た
。
之
即
ち
ロ

1

ア
法
に
於
け
る
「
地
上
物
は
土
地
に
屈
す
る
」

有
権
以
外
の
樫
利
と
し
て
は
輩
に
役
椛
を
認
め
ら
る
れ
ば
可
な
り
と
せ
ら
る
L
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
ア
ク
グ
ス
ツ

(
m
z
H
}
吊
『
円
山
口
同
巾
国
国
。
]
。
口
丘
町
酢
)

の
原
則
が
水
平
的
分
割
所
有
権
の
存
在
を
妨
け
、
所

ス
時
代
に
中
産
階
放
は
借
家
人
(
吉
宮
巴

E
る
た
る
事
を
枇
ぢ
て
.
数
名
の
貰
産
を
合
し
て
富
有
階
級
に
艶
抗
す
べ
く
家
を
建
て
る

5) 



こ
と
を
欲
し
た
古
学
賓
が
あ
っ
た
。
然
し
ロ
!
?
・
時
代
そ
通
じ
て
、
一
個
の
所
有
権
の
客
臆
と
し
て
の
建
物
の
中
じ
の

E
g
g
-戸
g
(ア

パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
嘗
る
)
と
し
て
叉
時
に

F
E
E
(弧
立
の
意
味
を
有
す
る
貸
家
)
と
し
て
住
居
が
分
た
れ
て
ゐ
た
が
、
其
共
用
関

係
は
何
れ
も
役
樺
の
意
味
に
於
て
存
夜
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
ゎ
。
従
っ
て
後
述
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四
傑
は
ロ
!
?
法
に
其
の

淵
源
h
q
索
む
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

叉
シ
リ
ア
・
ロ
!
?
憤
習
法
(
(
リ
G
E
E
-
E
Z
m背
中
対
。
白
色
岡
田
〉
に
於
て
は
保
存
費
用
の
見
地
か
ら
水
平
的
分
割
を
規
定
し
、
階
居

の
所
有
樺
者
が
地
階
の
修
繕
費
h
q
分
携
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
制
裁
h
q
奥
へ
て
ゐ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
於
で
も
同
様
の
事
震
を
認
め
得

た
の
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
に
於
て
も
第
六
世
紀
頃
此
慣
行
が
あ
っ
た
、
即
ち
シ
エ
|
ン
ぉ

1
5
の
パ
ピ
ル
ス
の
或
る
も
の
に
は
死

因
噌
奥
に
於
て

2
]
F
(部
屋
)
の
市
十
分
と
其
上
の
食
堂
の
半
分
と
共
に
隣
家
の
四
階
以
上
の
面
積
の
字
分
を
目
的
と
し
得
る
も
の
と

し
、
或
は
寝
室
上
の
四
階
に
於
け
る
家
の
一
部
と
共
に
食
堂
の
半
分
の
賓
却
ぞ
認
め
て
ゐ
る
。
叉
第
十
四
世
把
に
至
っ
て
地
中
海
方

市
の
近
東
及
西
部
ヨ

l
ロ
ツ
バ
に
も
階
居
に
依
る
分
割
ぞ
見
る
に
至
り
、
ス
イ
ス
に
於
て
も
土
地
所
有
樺
か
ら
建
物
所
有
権
や
濁
立

せ
し
め
相
異
る
所
有
権
者
聞
に
階
居
の
輩
濁
所
有
権
在
認
め
て
ゐ
た
が
、
之
は
木
建
家
屋
に
動
産
的
性
質
を
認
め
た
に
因
る
も
の
と

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

フ
ラ
シ
ス
の
慣
習
法
と
し
て
既
に
民
法
々
典
編
纂
の
頃
に
就
い
て
見
る
に
、
階
居
に
依
る
分
割
所
有
樺
は
其
東
南
部
(
殊
に
ダ
ル

ノ
i
プ
ル
、
プ
ザ
ン
ソ
ン
、
才

l
セ
!
ル
〉
と
南
部
地
方
(
嵐
広
町
)
の
諸
都
市
つ
一

l
ス、

ヅ

Jレ

ズ7

モ
ン
ベ
リ
エ
、

ア
グ
イ

ニ
ヨ
ン
、
ッ

l
ロ
ン
‘
ボ

l
或
は
コ
ル
シ
カ
島
の
ア
ヤ
ツ
チ
ヨ
及
コ
ル
ト
等
)
じ
於
て
、
叉
プ
ル
タ
|
ニ
ユ
4

ノ
ル
?
ン
デ
イ

l
地
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方
で
は
ナ
ン
ト
、

レ
ン
ヌ
、
セ
ン
?
ロ
、
カ
ン
、
ル
ト
ア
ン
等
に
於
て
分
割
所
有
権
の
例
が
多
数
に
存
布
し
た
。
而
し
て
ア
パ
ー
ト
メ

7
7
v
v
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
V

ト
所
有
権
に
就
い
て

二
一
二
五

Cuq; Manuel des institutions juridiques des Romains， pp. 476-478. 
Bernard， op・cit.pp. 20"21; Hiiber: Geschichtc des Schweizerichen Privat-
rechtes， t. IV p. u95. 

2) 

3) 
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シ
ト
の
護
謹
に
は
夫
々
地
方
的
の
事
情
の
存
花
す
る
こ
と
ぞ
看
過
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
例
へ
ば
グ
ル
ノ

l
プ
ル
に
於
て
は
起

源
は
詳
か
で
な
い
が
、
民
法
編
纂
前
に
建
物
所
有
樺
の
分
割
が
行
は
れ
ー
殊
に
一
階
居
の
各
ア
一
ハ

1
ト
メ
ン
ト
各
庇
舗
及
び
各
室
が

夫
々
其
客
障
と
な
っ
て
ゐ
た
事
賓
が
あ
る
。
其
理
由
と
し
て
は
市
が
城
壁
に
依
っ
て
取
固
ま
れ
て
ゐ
た
貼
が
主
な
る
も
の
に
相
違
な

く
.
附
近
の
地
勢
上
か
ら
の
理
由
も
之
に
加
は
っ
て
ゐ
る
。
然
し
既
に
し
て
約
三
十
年
前
同
都
市
に
於
て
は
城
壁
を
取
壊
し
た
が
‘

や
は
り
永
年
の
慣
習
其
他
の
理
由
は
向
引
規
い
て
郊
外
に
建
つ
家
屋
も
依
然
四
五
階
の
上
へ
延
び
て
行
く
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
集
合

ぞ
存
鏑
せ
し
め
て
.
街
の
美
観
は
依
然
保
た
れ
た
佳
で
市
街
は
膨
脹
し
て
行
く
。
叉
其
の
ド

l
フ
イ
ネ
地
方
で
は
ロ
]
ず
の
認

2
5ロ
ペ
の

制
度
が
其
護
謹
ぞ
助
け
た
。
之
は
永
代
賃
貸
借
契
約
の
一
種
で
あ
っ
て
、
賃
貸
人

(ppzm三
2
る
が
直
接
財
産
戸

E
F
a
g口史
J

み
そ
保
有
し
.

此
制
度
は
現
今
ま
で
存
縞

賃
借
入
(
ロ

g
a
m
p
g町
。
)
は
牧
盆
財
産

2
0
5
p山
口
町
三
口
与
を
有
す
る
性
質
の
も
の
で
‘

し
て
ゐ
る
。
叉

ν
ン
ヌ
に
於
て
は
一
七
二

O
年
の
大
火
が
五
日
五
夜
に
三
十
二
街
八
百
五
十
戸
を
焼
失
し
百
人
の
死
者
を
出
し
八
へ

ク
タ
ー
ル
の
土
地
に
約
八
百
五
十
高
法
の
損
害
を
奥
へ
八
千
家
族
の
住
居
を
失
は
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
直
接
復
興
計
書
を
建
て
た

の
は
ガ
プ
リ
エ
ル
(
C
P
ゲ
ユ
乙
)
と
い
ふ
人
で
あ
っ
た
が
‘
其
新
築
面
積
を
韻
張
せ
A
T
し
て
而
も
遁
路
を
擁
張
し
て
都
市
の
美
観
そ
保

つ
こ
と
必
要
件
し
た
の
で
、
勢
ひ
共
同
建
築
が
織
と
な
る
と
共
に
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
は
上
空
へ
伸
び
行
く
こ
と
が
強
制
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

爾
来
各
地
に
於
て
各
階
級
に
亙
っ
て
建
物
の
分
割
が
行
は
れ
‘
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
住
む
人
々
の
職
業
の
種
類
は
極
め
て
豊
富
と

な
り
財
産
の
少
い
者
は
安
い
上
方
階
居
に
陣
取
る
迄
の
事
で
あ
る
。
従
っ
て
或
る
建
物
が
十
人
に
二
十
人
に
而
し
て
八
十
人
に
分
た

れ
る
例
も
あ
る
。
以
て
分
割
の
盛
ん
な
程
度
を
推
知
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
大
戦
前
迄
は
多
く
地
方
的
に
の
み
輩
蓮
し
来
っ
た
に

4) albergementの誼諜It之島衆へるiこ苦しむoalberge It桃の貨の一極て果肉と

穏とが分離ぜしめ符ない程に物請にゐるものて.わる。共事1~か類推さぜTこ名手得

てあらうo

Bernard， op. cit. pp. 22-24; Blanc， op. cit pp. 14・265) 



過
ぎ
4
T
J

従
っ
て
紛
雫
乃
至
訴
訟
と
な
る
事
件
は
稀
で
あ
っ
て
全
く
慣
習
法
に
任
さ
れ
大
形
で
あ
っ
た
。
直
接
唯
一
の
民
法
典
第
六

六
四
傑
は
後
述
の
如
く
殆
ん
ど
形
式
的
残
骸
に
過
、
ぎ
な
い
。

パ
リ
に
於
け
る
問
題
は
陀
較
的
最
近
の
事
置
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
現
賦
に
就
い
て
は
前
に
一
言
し
た
が
‘
大
戦
勃
震
に
因
る
経

擁
界
の
混
凱
は
其
の
護
蓮
の
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
。
戦
前
既
じ
人
口
増
加
に
よ
っ
て
貸
家
の
梯
底
を
来
し
て
ゐ
た
が
、
開
戦
後
一

方
に
新
築
は
停
止
賦
態
に
在
っ
た
に
反
し
て
他
方
園
防
上
の
軍
需
品
製
造
工
揚
及
び
其
職
工
の
激
増
或
は
国
際
的
又
は
圏
内
的
投
機

的
産
業
の
勃
興
に
よ
る
人
口
の
増
加
は
未
曾
有
の
住
宅
危
機
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
既
に
し
て
一
九
一
八
年
三
月
九
日
按
は
戦
争

賦
態
に
依
る
賃
貸
借
契
約
の
盤
夏
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
之
は
一
時
的
に
其
紛
宇
佐
解
決
す
る
矯
め
の
法
律
で
あ
る
。
然
し
戦
後

は
夏
に
財
界
不
安
定
に
基
く
投
機
的
企
業
の
護
達
、
賃
銀
の
騰
貴
に
よ
る
帥
労
働
者
の
上
京
、
近
東
及
び
ス
ラ
グ
民
族
の
遁
鼠
者
の
侵

入
、
婚
姻
の
増
加
‘
大
家
屋
に
於
け
る
家
政
維
持
の
不
便
と
困
難
の
増
加
等
種
々
の
原
因
は
厭
が
上
に
も
増
し
‘
全
園
的
に
は
戦
禍

ぞ
も
理
由
と
し
て
、
建
築
す
べ
し
と
さ
る
L
家
屋
は
戦
地
七
十
万
戸
其
他
八
十
万
戸
を
敷
へ
ら
れ
た
。
然
し
英
園
が
ホ
イ

l
ト
レ
イ

ハJ
〈
}
岡
市
主

-4)
法
に
よ
っ
て
園
家
又
は
市
町
村
が

E
額
の
支
出
を
震
し
て
二
百
五
十
万
戸
の
建
設
を
企
闘
し
、
ド
イ
ツ
も
亦
戦
禍
に

拘
ら
す
数
百
万
戸
の
建
築
を
企
劃
し
た
が
、
フ
-
フ
ン
ス
財
政
の
困
鰻
は
多
く
之
を
許
さ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
盆
々
住
宅
難
を
来

し
、
或
は
屡
借
家
は
迫
奪
揖
保
の
目
的
物
と
も
な
り
賃
貸
借
契
約
は
不
安
定
と
も
な
り
、
之
等
の
賦
態
の
緩
和
の
矯
め
に
は
爾
来
幾

多
の
伎
宅
又
は
官
貸
借
じ
闘
す
る
法
律
が
出
た
4

九
一
方
其
困
難
か
ら
脱
す
る
に
は
家
屋
叉
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
所
有
権
そ
取
得

す
る
こ
と
冶
最
上
と
せ
ら
る
る
じ
至
り
‘
矯
め
に
其
買
買
取
引
が
織
に
行
は
る
L
と
共
に
個
人
叉
は
個
ん
の
集
合
或
は
投
機
舎
枇
叉

23'1 

は
不
動
産
舎
一
祉
が
所
謂
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
建
築
に
資
本
を
投
じ
た
。
之
等
が
主
に
パ
リ
に
於
け
る
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
輩
蓮
の
理
由
で

7
7
v
J
ス
法
に
於
切
る
ア
パ
ー
ト
メ
ν
ト
所
有
権
に
就
い
て

二
三
七

一九一九年一月四日法同年七月一四日法及び一九二一年四月二日法る以て改正O
Bernard， op. .cit. p. 27， note (2). 
Gille Normand; l' Agonie de nos Cites， pp. 135・267:Bernard， op. cit. pp. 25-26 
によるとバリに於げる新築家屋lt1911-1914の問2.247戸 6.648階や算するに封
し1920-1925の問lt950戸 5.573階に過ぎない。
前抱一九一八年またの外一九一九年四月二四日法，同年五月一七日法(一九二三
一年八月二日法か以て改正)，同年一0月二五日法，一九二O年八月一日法，同年
一二月一四日法，ー九年三月三ー目法，同年一二月五日法，一九二三年七

、守ノ、
j
y

、，ノ

向
。
ヶ
-
n
E

9) 
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あ
る
が
近
年
梢
其
勢
の
鈍
っ
た
事
は
緒
言
の
終
の
方
に
漣
べ
・
十
一
遁
り
で
あ
る
。

新
の
如
く
地
方
的
に
夫
々
特
殊
の
事
情
が
あ
る
が
大
躍
に
於
て
上
述
し
た
各
所
共
通
の
経
漕
的
理
由
が
あ
り
且
相
鏑
貸
借
閥
係
等

の
法
律
的
理
由
も
加
は
る
事
故
、

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
護
蓮
は
之
じ
高
低
の
波
は
あ
っ
て
も
漸
次
都
市
、
全
園
、
否
全
世
界
に
普
及

じ
、
従
っ
て
其
の
将
来
に
於
け
る
護
展
を
も
約
束
し
て
ゐ
る
も
の
と
信
守
る
。

第

=

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
擢
の
憲
義
と
其
の
取
得

弦
に
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
法
制
を
諭
す
る
前
に
、
其
の
意
義
を
明
か
に
し
で
置
き
た
い
o~
賓
質
的
意
義
に
於
て
は
居
間
寝
室
食
堂

客
間
墓
所
便
所
浴
室
僕
牌
室
と
廊
下
(
及
才
一
関
)
を
含
む
住
居
に
適
す
る
匝
域
た
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
物
置
は
概
ね
地
下
室
に
存

十
代
す
る
。
然
し
勿
論
貧
富
に
依
っ
て
其
中
の
も
の
を
全
部
含
ん
で
は
ゐ
な
い
、
便
所
浴
室
が
附
属
し
て
ゐ
す
居
間
と
其
一
部
に
蓋
所

が
あ
る
の
み
で
色
住
居
た
る
に
過
す
る
時
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と
云
ひ
得
る
、
之
等
の
綿
躍
と
後
述
共
用
部
分
と
が
ア
パ
ー
ト
メ
ン

ト
所
有
権
の
容
躍
で
あ
る
。
叉
ア
バ

l
ト
メ
ン
ト
所
有
樺
の
目
的
は
向
階
居
的
の
相
場
合
と
重
屠
的
な
揚
合
と
あ
り
、
即
ち
建
物
の
分

割
は
HM
者
は
水
卒
的
で
あ
り
.
後
者
は
垂
直
的
で
あ
る
。
叉
階
居
が
向
更
に
二
個
以
上
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
分
た
れ
.
又
は
一
個

の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
が
数
階
居
に
跨
り
得
る
。
即
ち
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
植
は
一
個
の
建
物
の
分
割
的
所
有
様
で
あ
る
。

(
此
貼

に
就
い
て
は
更
に
「
第
四
」
に
於
て
詳
説
す
る
o〉

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
の
取
得
の
態
様
は
種
々
・
あ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
先
づ
個
有
の
揚
A
口
と
共
有
の
揚
合
と
個
有
共
有
併

存
す
る
揚
合
〔
之
が
最
も
多
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
o
)

然
し
個
有
の
揚
A
口
は
賃
貸
借
の
問
題
は
数
多

月六日法，同年一二月二九日法，一九二四年七月二O日法，同年八月二日法，一九
二五年七月六日法〈一九二八年四月三日1去ら以て改正丸一九=六年四月一日法，
(一九二九年六月二九日法か以て改正〕一九二八年三月一日法，一九二九年六月
二法等九日法等参照，吏にr酢商F可j工業不勤産賃貸倍契約に就いてlは工-九=六年穴月
三。目法〔一九二七年四月ニ二日法耳かF以て改正)-九ニ八年三月ニ七日法参R照官。
7ラ〉ν〆スに於てiはI食，堂立客問耳かF共用するのlはz多<Pension寸ぐfあつて所有纏の目的
主しての Ap凹pa凶r旬me叩ntの籾念てlはH砂砂〈主も居問耳やF策ねて存1在Eする、又僕糾1室
11屋根哀の所謂 mansarq.eに集められてゐる.こともある。

1) 



あ
り
得
る
が
所
有
樺
と
し

τの
特
殊
な
問
題
は
殆
ん
ど
な
い
。
全
部
共
有
の
揚
合
は
出
資
額
等
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
持
分
の

観
念
に
依
る
こ
と
を
最
も
安
蛍
と
す
る
が
共
用
部
分
に
就
て
問
題
を
生
じ
得
る
こ
と
は
個
有
共
有
併
存
の
揚
合
と
同
様
で
あ
り
得
る

叉
之
を
新
築
す
る
方
法
と
既
存
の
建
物
を
分
割
す
る
方
法
と
か
あ
る
、
叉
米
国
に
於
て
は
所
謂

2
4
2乞
な
巾
毛
自
作
5
8詐

]
L包囲

。『

}
5
5
0
0
3
5
5
E匂
じ
因
っ
て
不
動
産
曾
祉
は
其
株
主
聞
に
抵
品
目
闘
に
依
る
貸
出
冶
嬬
し
‘
所
有
者
名
義
に
於
け
る
賃
貸
借
契
約

(官。

τ
E
P弓
目
白
出
国
凸
ろ
を
九
十
九
ナ
年
間
存
績
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
主
(
他
不
動
産
曾
祉
の
年
賦
菅
却
、
相
親
‘
遺
贈
‘
叉
は
遺

言
に
依
る
分
割
、
根
抵
蛍
設
定
に
依
る
債
権
関
係
ぞ
基
と
す
る
建
築
等
に
よ
っ
て
分
割
不
動
産
所
有
権
そ
取
得
し
得
一
る
。

一
九
二
二
年
六
月
二
三
日
マ
ル
セ
イ
ユ
に
曾
合
し
た
建
築
及
土
木
聯
合
舎
曾
議
に
於
て
は
、
満
揚
一
一
説
を
以
て
共
有
叉
は
住
宅
組

合
の
手
段
を
以
て
建
築
せ
ん
こ
と
ぞ
希
望
し
て
ゐ
る
が
.
之
は
取
得
の
手
段
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
.
結
局
は
共
用

部
分
の
共
有
関
係
を
残
し
て
各
自
が
自
己
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
者
た
る
こ
と
に
終
る
べ
き
こ
と
は
之
を
務
期
し
て
ゐ
ふ
。
叉

其
取
得
に
就
い
て
技
志
す
る
に
足
る
賓
例
は
.
建
物
の
競
責
に
於
て
判
事
が
利
害
関
係
人
の
請
求
に
基
き
、
不
可
分
的
建
物
に
封
し

て
も
分
割
を
命
じ
得
る
と
い
ふ
パ
リ
裁
判
所
の
判
決
で
あ
っ
て
.
其
理
由
は
此
分
割
は
不
動
産
競
賢
に
於
け
る
入
札
が
輩
に
一
札
な

ら
ば
揺
る
こ
と
を
得
な
い
若
干
の
素
人
ぞ
吸
引
す
る
性
質
を
布
す
る
者
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
、
請
求
人
は
第
一
入
札
後
綿
て
自

己
と
共
同
動
作
品
官
嬬
す
者
の
入
札
そ
集
め
て
宛
も
一
個
の
入
札
の
如
く
属
し
得
る
事
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

第

ア
パ
ー
ト
メ
シ
ト
所
有
撞
に
闘
す
渇
現
行
法
制

239 

一
ア
パ
ー
ト
メ
シ
ト
所
有
権
の
概
念
は
前
蓮
の
如
く
種
類
が
あ
り
得
る
か
‘

一
般
に
は
一
階
居
叉
は
一
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
濁
立
的

ア
ヲ
vt

ス
法
に
於
げ
る
芳
バ
1
モメ，
v
ト
所
有
権
に
就
い
て

ニ
ロ
一
九

Ee.rIi.ard， op. cit. p・32
BI品uc，op. cit. p. 10. 
一九二三年七月ー一日興l決 Eernard，op. cIt. pp. 35-36. 
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ヲ
V
J

ス
法
に
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ゆ
る
ア
パ

1
1
v
メ
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千
所
有
棋
に
就
い
て

]四
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所
有
樺
で
あ
っ
て
同
時
に
附
随
的
に
共
用
部
分
の
共
有
権
を
包
含
す
る
も
の
と
考
へ
る
ご
と
が
至
雷
で
あ
る
@
然
ら
ば
ヲ
ラ
ン
ズ
法

上
此
観
念
な
認
め
得
る
根
操
が
あ
る
か
と
の
問
に
封
し
て
は
民
法
第
六
六
四
僚
が
之
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
答
へ
ら
れ
る
。
其
規

定
す
る
所
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。

「
家
屋
の
各
階
が
相
異
る
所
有
者
に
属
す
る
時
に
、
所
有
権
謹
書
が
其
修
繕
叉
は
再
建
築
の
方
法
を
定
め
て
ゐ
な
い
時
は
弐
の
如
く

之
が
嬬
さ
れ
る
こ
と
ぞ
要
す
る
。

外
壁
及
び
屋
根
は
其
属
す
る
階
居
の
債
格
に
比
例
し
て
綿
て
の
所
有
者
が
之
を
員
躍
す
べ
き
で
あ
る
。

各
階
の
所
有
者
は
其
上
を
歩
行
す
る
床
を
作
成
す
る
。

第
一
臨
の
所
有
者
は
之
に
蓮
す
る
階
段
身
作
成
す
る
。
第
二
階
の
所
有
者
は
第
一
階
か
ら
自
己
の
所
に
蓮
す
る
階
段
を
作
成
し
以

上
之
に
倣
ふ
。
」

民
法
典
編
纂
者
は
堵
壁
叉
は
溝
渠
の
互
有
に
就
い

τ第
六
五
三
焼
以
下
十
獣
保
の
規
定
を
費
し
た
に
拘
ら
す
、
家
匡
の
分
割
所
有

植
に
就
い
て
は
唯
一
筒
傑
の
規
定
を
設
け
た
の
み
で
あ
っ
て
、
市
も
之
は
リ
才
ン
及
び
グ
ル
ノ

l
プ
ル
の
雨
控
訴
院
の
注
意
が
あ
っ

て
綾
く
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
傍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

此
佃
傑
に
就
い
て
、
種
々
の
貼
か
ら
批
難
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
第
一
黙
は
之
が
法
定
地
役
樫

ハロ
g
m
2
4山吉(凶
g
h
g
z
-
g
H
j
z

]
伊

]t円
)

の
卒
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
其
理
由
は
立
法
者
が
不
動
産
の
共
用
部
分
に
地
役
樺
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し

共
れ
等

ω部
分
の
共
用
の
性
質
を
不
分
割
地
役
権
(
田
2
4
F
L巾
門
て
古
島
守
山
田
吉
岡
)
と
考
へ
た
に
因
る
。
然
し
既
に
本
ヰ
の
諸
規
定
は

地
役
擢
の
法
律
上
の
性
質
を
具
備
す
る
も
の
殆
ん
ど
無
く
寧
ろ
所
有
植
の
意
義
に
於
け
る
規
定
の
み
と
云
ひ
得
ム
。
叉
本
章
に
は
契

以下車に24何僚といふのl:tCode Civij (France)ヲヲ Vス民法典の各依ル示すo

以下線て地下階，地階p 第一階等l:t図詑の地階，一階，二階に該賞するD
Bernard， op. cit. p. 56 
Colin et Capitant， t. 1， p. 724参照o1M之等の貼l:t我が民法ぐl:t線、て所有権の項
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約
外
の
法
定
義
務
ぞ
命
じ
た
規
定
も
あ
る
ハ
第
六
五
一
候
)
フ
ラ
ン
ス
の
或
る
墜
者
は
袋
地
所
有
者
の
有
す
る
通
行
躍
の
如
き
は
莫
の

地
役
樺
と
し
て
看
得
る
擢
利
で
あ
る
と
す
る
が
所
有
権
行
使
の
限
界
'
と
し
て
の
所
謂
相
隣
樺
に
解
す
べ
く
、
砂
く
と
も
之
は
法
定
義

務
の
内
絡
を
日
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
附
随
的
共
有
と
し
て
の
国
際
互
有
権
の
如
き
も
、
義
務
に
基
い
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る

第

六
五
二
僚
)
口
第
六
六
四
僚
の
規
定
も
亦
法
定
義
務
の
見
地
か
ら
規
定
し
た
も
の
L
如
く
、
而
も
各
階
居
の
所
有
者
が
互
有
者
と
し
て

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
上
下
の
相
隣
者
の
不
動
産
に
於
け
る
必
然
的
な
地
役
樺
者
と
し
て
規
定
さ
れ
た
・
も
の
で
あ
る
か
は
、

軍
に
此
一
山
慌
を
以
て
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
叉
第
二
鈷
は
床
叉
は
階
段
ぞ
「
作
成
す
る
」
Q
.
p
可
。
)
の
意
義
も
腰
昧
で
あ
り
、
「
其
上

を
歩
行
す
る
床
」
と
い
ふ
の
も
範
園
が
不
確
定
で
あ
り
、
殊
に
階
段
を
其
上
の
階
居
の
所
有
権
と
一
躍
を
揺
さ
し
め
た
こ
と
は
、
不
合

理
で
あ
る
。
例
へ
ば
『
己
認
が
修
繕
の
意
味
を
も
有
す
る
な
ら
ば
第
一
階
の
所
有
者
は
よ
り
土
居
の
者
よ
り
も
原
則
的
に
は
使
用
の

程
度
が
砂
い
に
も
拘
ら
や
ノ
減
損
に
よ
る
償
額
の
影
響
及
修
繕
料
を
最
も
多
く
負
捨
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
不
醤
で
は
な
か
ら

う
か
。
砂
く
と
も
従
来
の
慣
習
法
或
は
事
賓
た
る
慣
習
は
.
共
用
部
分
の
共
有
制
そ
認
め
る
こ
と
を
最
善
と
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
歩
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
何
等
此
酷
に
考
慮
そ
梯
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
契
約
が
完
全
で
あ
り
、
之
が
全
部
遁
嘗
に
履
行
さ

れ
h
A

ば
法
律
の
必
要
は
無
い
ゃ
う
で
は
あ
る
が
、
法
の
欠
陥
は
私
法
生
活
の
不
統
一
を
来
し
、
紛
争
を
惹
起
し
易
い
こ
と
は
明
白
で

あ
る
o

殊
に
本
僚
の
揚
合
結
局
一
階
の
者
は
地
階
の
者
の
不
親
切
に
よ
っ
て
二
階
の
者
は
一
階
の
者
の
不
註
意
じ
ょ
っ

τ常
に
不
便

不
愉
快
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
共
用
部
分
は
之
を
共
有
制
の
下
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ロ
!
?
法
以
来
分
割
建
物
所
有
権
は
之
を
「
紛
字
の
母
」
ハ
Z
5
8司
巴

凶

5
・5
】
)
(
偶
人
は
之
を
訴
訟
の
由
来
ハ
H
L
L
P
-
v
g
口
中
国
)
と
云
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ふ
)
と
稽
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
日
常
隣
同
士
山
は
煩
い
事
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
事
置
に
於
て
訴
訟
の
教
は
比
較
的
寡
少
で
あ

7
7
Y
ス
法
に
於
げ
ろ
ア
パ
ー
ト
メ
)
J

ト
所
有
権
に
就
い
て

pq 



7
7
Y

ス
訟
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
V
J

ト
所
有
権
に
就
い
て

二
四
二

242 

る
。
而
し
て
前
惑
の
如
く
ロ

l
ア
法
に
於
て
は
水
平
的
分
割
所
有
権
を
是
認
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
頓
に
護
建
し
来
っ
た

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
制
度
に
は
叉
新
ら
し
き
法
制
を
索
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
必
が
し
も
今
日
迄
訴
訟
敷
が
寡
い
と
云
っ
て
も
明
日
幾
十
件

が
提
起
さ
れ
る
も
知
れ
な
い
時
の
準
則
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
ペ
ル
ギ

l
に
於
て
は
、
や
は
の
大
戦
後
住
宅
の
危
機
に
際
し
て
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
建
築
の
普
及
ぞ
見
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

一
九
二
四
年
七
月
八
日
法
を
以
て
第
六
六
回
傑
ぞ
慶
仕
す
る

民
法
典
を
機
受
し
た
同
園
民
法
は
其
法
律
的
映
陥
の
補
正
に
努
力
し
、

と
共
に
、
不
動
産
所
有
樺
移
碑
先
取
特
権
抵
品
目
同
擢
〔
同
法
第
四
僚
第
五
一
保
)
及
祉
国
樺
ハ
第
六
保
)
の
中
に
分
割
不
動
産
所
有
権
制
皮
を

規
定
し
た
。
然
し
な
が
ら
本
法
も
依
然
既
存
の
皐
説
叉
は
判
例
に
の
み
拘
泥
し
、
之
に
焦
酷
h
q
合
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
向
其
他
ナ
ポ

レ
才
ン
法
典
以
後
に
制
定
さ
れ
た
各
園
法
の
内
一
八
六
六
年
イ
タ
リ
ー
民
法
(
第
五
六
二
依
乃
至
第
五
六
四
脇
陣
)
及
び
一
八
八
九
年
ス
ベ

イ
ン
民
法
(
第
三
九
五
僚
、
第
三
九
六
依
叫
に
階
居
所
有
植
に
就
い
て
若
干
の
規
定
か
一
置
い
た
が
之
も
猫
不
克
分
な
も
の
と
云
は
ね
ば
な

ら
な
い
。
然
し
一
般
に
共
有
制
に
闘
す
る
規
定
ぞ
補
正
し
た
鈷
に
於
て
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
優
越
し
た
・
も
の
と
云
ふ
こ
と
を
得
る
。

一
方
法
系
を
異
に
す
る
一
九

O
O年
ド
イ
ツ
民
法
は
第
一

O
一
O
保
に
於
て
は
、
登
記
さ
れ
た
土
地
共
有
権
永
久
的
不
分
割
の
約
款

は
特
定
承
機
人
に
針
し
て
も
有
殻
で
あ
る
と
し
、
第
一

C
一
四
傑
に
於
て
は
「
地
上
植
は
建
物
の
一
部
殊
に
一
階
に
制
限
す
る
こ
と

ぞ
得
な
い
」
旨
を
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
後
保
は
ド
イ
ツ
に
於
け
る
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
分
割
所
有
権
の
是
認
に
封
す
る
障
害
を
鋳
す
も

の
で
あ
ら
う
。
向
我
が
民
法
に
於
て
は
第
二

O
八
僚
が
あ
る
が
建
物
の
応
分
の
形
式
に
制
限
な
く
且
共
用
部
分
の
共
有
推
定
.
各
自

所
有
部
分
の
償
格
に
膳
歩
る
負
憶
の
分
割
ぞ
規
定
し
て
ゐ
る
貼
は
フ
ラ
ン
ス
法
第
六
六
四
傑
の
規
定
に
遥
か
に
優
っ
て
ゐ
る
。

然
し
な
が
ら
法
律
の
不
備
快
陥
の
矯
め
に
、
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
要
求
し
な
が
ら
之
を
有
す
る
こ
と
に
臨
時
す
る
こ
と
を
導
く
こ

じambon:'fr:.tIte theorirjue et prati'lue de 1a eopropriete et cle la clivisiOll deti 

lllaisOIlH par etages Oll pal' apparteme口ts.Commentairc r1e la 10i rln 8 jni11et 

1924 (Belgi'lne) 
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と
は
文
化
護
展
に
於
け
る
非
常
な
障
碍
で
あ
る
コ
寧
ろ
新
立
法
を
計
る
べ
く
、
叉
揚
合
に
依
て
は
長
期
契
約
関
係
も
あ
る
こ
と
故
遡

及
力
を
奥
へ
て
契
約
の
不
備
を
補
足
す
る
こ
と
さ
へ
望
ま
れ
る
。
訴
に
し
て
立
法
研
究
協
曾

m
2
5臥
匂
開

Z
L
g
F
h
m
Z
主
4
g
は

一
九
二
六
年
間
月
一
一
一
一
一
日
と
六
月
一
一
日
に
綿
舎
を
聞
い
て
論
議
し
、
前
蓮
不
動
産
分
割
所
有
者
協
曾

(
d
-
m
w
H
V・
吋
・

3
も
之

に
代
表
を
参
加
せ
し
め
て
.
建
に
改
正
草
案
な
る
も
の
そ
得
ね
。
然
し
此
揚
合
に
於
て
も
重
要
な
動
会
看
過
し
た
の
は
例
へ
ば
共
有

者
聞
に
代
理
櫨
を
認
め
る
と
か
共
通
利
盆
を
擁
護
す
る
矯
め
に
個
人
的
利
益
或
は
樺
利
と
協
調
す
べ
き
兵
躍
的
方
法
を
採
る
と
か
の

事
項
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
叉
契
約
約
款
に
於
け
る
善
良
な
管
理
を
保
障
す
る
矯
め
に
、
模
利
承
権
人
の
矯
め
の
公
示
制

度
を
設
け
て
此
約
款
の
封
抗
力
を
認
め
し
む
る
の
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
遺
憾
と
さ
れ
る
。
其
他
の
酷
に
於
て
も
ア
パ
ー
ト

メ
ン
ト
所
有
者
或
は
其
園
障
を
し
て
満
足
せ
し
む
る
成
案
を
得
る
こ
と
難
く
、
前
究
は
尚
之
等
の
委
員
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
る
こ
と

を
飴
義
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第

四

ア。ハ

i
ト
メ
ン
ト
所
有
躍
の
内
容

一
、
階
居
所
有
権
(
水
平
的
建
物
分
割
所
有
権
)

土
地
其
も
の
は
第
三
者
の
所
有
櫨
に
属
す
る
場
合
と
階
居
所
有
権
者
中
の
一
人
叉
は
数
人
の
所
有
権
に
属
す
る
揚
合
と
が
普
通
で

あ
る
。
叉
遁
常
土
地
が
第
三
者
の
所
有
権
に
開
局
す
る
揚
合
は
地
上
樺
叉
は
賃
借
植
の
取
得
が
あ
る
。
例
へ
ば
池
土
曜
を
有
す
る
揚
合

の
者
が
其
全
部
を
占
有
す
る
と
す
れ
ば
第
一
階
の
者
は
其
地
上
櫨
を
目
的
と
す
る
地
役
権
在
設
定
し
て
其
の
上
居
に
建
築
し
得
る
も

243 

の
で
あ
る
か
。
叉
其
原
植
に
劃
す
る
支
分
樺
の
観
念
冶
以
て
す
べ
き
か
に
就
い
て
は
此
場
合
斯
の
如
く
考
ふ
る
よ
り
も
其
地
階
の
屋

ア
ラ
)

J

λ

法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
U
J

ト
所
有
権
に
就
い
て

四

Projet de la Societe d'Etudes Legislatives. C金丸僚から成ってゐる。以下之
ら引用するときは箪に Projetと稀する。〕此立法研究協合l!A. Colin破段院
列事が曾長てあっ1:が共後 H.Capitant 数授が主宰してbるoBlanc， op. cit 
pp・34-37.
:u聞なるま事めかlt知らないが今日まで 80cietecl'Etndes Legislativesの主張す
るやうな民法の改正lt少しも行ltれてゐなし、。

1) 但し此場合ltアパートメ Y トか翠位とする、従って垂直の意思去るも有する分割j
所有権や匂合するo

8) 

9) 



7
7
V
J

ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
VJ

ト
所
有
緩
に
就
い
て

二
四
四

24星

根
に
更
に
地
上
権
類
似
の
法
律
関
係
を
設
定
す
る
と
す
る
方
が
優
る
。
然
し
匡
根
上
の
樺
利
は
結
局
土
地
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い

樺
利
で
あ
る
か
ら
、
夫
等
の
権
利
関
係
を
土
地
其
物
に
集
中
せ
し
め
、
土
地
の
負
携
に
付
き
其
建
物
分
割
所
有
権
の
目
的
の
債
格
に

感
じ
て
分
躍
す
る
こ
と
ぞ
正
岱
な
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
得
る
。
即
ち
換
言
す
れ
ば
樺
利
者
の
分
明
で
な
い
土
地
に
就
て
建
物
分
割
所

有
者
が
存
在
す
る
時
其
土
地
は
之
等
の
者
の
共
有
と
推
定
す
る
こ
と
は
判
例
上
も
認
め
ら
れ
て
ゐ

A
o

丸
建
物
に
就
て
は
第
六
六
四
僚
の
解
轄
と
し
て
、
分
割
h
q
観
念
す
る
に
二
個
の
皐
説
が
あ
る
。

一
は
ロ
ロ
ロ
の
説
で
あ
っ
て
、
N
行

階
居
ぞ
完
全
に
即
ち
外
壁
ま
で
水
卒
的
に
分
割
す
る
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
此
設
は
第
六
六
四
僚
の
解
轄
に
忠
置
な
も
の
で
あ

る
が
、
他
階
所
有
者
の
目
的
物
共
用
の
関
係
そ
少
し
も
説
明
し
得
て
ゐ
な
い
、
且
土
地
の
共
有
是
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
其
馳

に
於
て
既
に
自
設
と
矛
盾
あ
る
が
故
に
此
詑
は
全
然
今
日
に
於
て
は
顧
み
ら
れ
な
い
凶

叉
ベ
門
5
1
0巴
ぬ
の
説
に
よ
れ
ば
民
法
第
一
八
五
九
保
第
二
時
現
乃
至
第
四
披
を
類
推
し
て
組
合
研

2
5臥
の
観
念
を
共
有
者
聞
に
遁

用
せ
ん
と
し
大
の
で
あ
る
が
司

2
丹
市
は
「
契
約
の
無
い
所
に
組
合
の
存
花
を
了
解
し
得
な
い
」
と
の
適
評
を
下
し
て
ゐ
る
。
組
合
と

此
揚
合
の
共
有
と
の
差
は
一
方
は
利
盆
の
増
加
冶
目
的
と
し
、
後
者
は
軍
に
共
用
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
し
、
組
合
員
の
死
亡
破
産
禁

治
産
申
一
寸
は
股
退
理
由
と
な
る
が
共
有
の
揚
合
は
か
L

る
こ
と
な
し
等
の
理
由
に
存
す
る
。
従
っ
て
共
用
部
分
の
共
有
を
組
合
関
係
と

し
て
見
る
の
は
常
ら
な
い
か
、
然
し
其
不
動
産
の
維
持
叉
は
管
理
に
は
多
少
此
の
観
念
ぞ
援
用
し
得
る
と
岡
山
ふ
。

現
A
1
に
於
て
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
濁
立
的
所
有
権
を
認
む
る
と
共
に
土
地
其
他
建
物
の
部
分
に
共
有
権
を
認
め
特
別
の
管
理
方

法
其
他
を
定
め
ん
こ
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
互
有
百
円
骨

4
2
5
H
h
'と
稿
す
る
関
係
は
彊
界
線
上
に
於
け
る
物
の
共
有
推
定
な
る
貼
に

於
て
棉
て
共
有
観
念
中
の
も
の
で
あ
る
か
ら
殊
更
抽
出
す
る
必
要
は
な
い
。
既
に
ペ
ル
ギ

l
は
民
法
第
五
七
七
僚
の
こ
を
設
け
て
共

Cassation. 20 30古t1860， 1). 60. r. 443. 
Huc: Commentaire clu Droit Civil， t. JV， no. ;¥51 
Blanc， op・cit.pp. 10-26， 40. 
Ibir1. pp. 42-44. 
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J
1
J

2
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有
権
を
確
認
し
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四
傑
は
此
共
有
躍
を
認
む
る
障
碍
と
も
な
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
其
底
止

が
叫
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
垂
直
的
分
割
所
有
権

建
物
そ
垂
直
的
に
分
割
し
た
其
の
各
個
の
所
有
樺
は
其
れ
を
連
結
す
る
隔
壁
に
互
有
権
を
認
む
る
の
み
で
判
然
区
別
さ
れ
る
。
然

し
街
戸
、
玄
関
、
階
段
等
が
其
何
れ
に
も
利
用
さ
れ
る
時
に
之
等
は
共
用
部
分
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
其
閥
係
は
前
項
の
場
A
?と

同
様
で
あ
る
o

劃
然
分
割
さ
れ
た
揚
合
は
土
地
に
就
て
も
雷
然
匝
劃
さ
れ
て
所
有
樺
な
推
定
す
る
こ
と
か
様
替
で
あ
り
屋
根
外
壁
等

の
共
有
の
問
題
も
起
ら
な
い
。
隔
壁
の
修
繕
の
時
の
混
雑
迷
惑
に
劃
す
る
各
自
の
協
定
が
問
題
と
な
る
位
の
も
の
で
あ
っ
て
‘
こ
の

賦
態
の
み
に
特
妹
な
閥
係
を
あ
ま
り
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
共
用
部
分
又
は
共
有
権
の
客
鰐

共
用
部
分
即
ち
特
約
な
き
限
り
叉
は
普
通
に
契
約
上
に
於
て
共
有
の
客
樫
と
せ
ら
る
べ
き
不
動
産
の
部
分
を
列
皐
す
れ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

1 

土

地
(
所
有
様
、
地
上
権
、
叉
は
借
地
樺
)

2 

地
役
樺

3 

ナー

肇

-生

地
下
倉
庫
叉
は
附
属
倉
庫
及
石
炭
庫
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5 

外

壁
7
7
Y
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ

y

ト
所
有
権
に
就
い
て

二
同
五

Projet， art. 1; Revue de l' AppaJtement， avril， J 9:32. 
Bernard， op. cit. pp. 81-83 
Ibid. pp. 87・88.
各自が共所有キ区別し符1:場合に11.共有害Ij分とならないものとf押する O

、J
ノ、，ノ、，ノ、，ノ

ρ
り
-
・
n
δ
o
u



240 

ア
ラ

Y

ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ

ν
ト
所
有
権
に
就
い
て

二
四
六

6 

隔

壁
(
各
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
聞
の
)

7 

屋

ネ艮

8 

。
。
口
口
町
内
『
ぬ
の
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

9 

廊
下
(
玄
関
)
、
共
用
の
戸
、
階
段
及
び
踊
り
揚

10 

昇
降
器

11 

暖
房
室
及
暖
房
管
、
健
櫨
容

12 

井
戸
叉
は
水
道
管
、
・
瓦
斯
特

13 

下
水
管
、
雨
使
排
水
管

14 

電
気
室
、
電
燈
線
、
電
話
線

右
の
外
電
話
交
換
室
、
洗
濯
室
、
乾
燥
室
、
湯
倉
庫
、
自
動
車
等
の
車
輔
庫
或
は
浴
室
、
便
所
、
食
堂
、
客
間
等
を
共
有
す
る
こ

と
も
あ
り
得
る
。

四
、
共
用
部
分
に
闘
す
る
樺
利
義
務

共
用
部
分
と
之
が
矯
め
生
す
る
管
理
費
用
其
他
共
有
物
の
員
権
と
の
関
係
は
一
考
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。
其
標
準
と
し
て
ペ
ル

ギ
ー
の
一
九
二
四
年
七
月
八
日
法
に
於
て
は
平
等
の
推
定
を
設
け
た
が
、
之
は
一
部
分
に
就
て
正
賞
で
あ
っ
て
も
大
局
に
於
て
は
不

雷
で
あ
る
。
第
一
に
共
用
の
程
度
に
よ
っ
て
費
用
の
分
携
を
決
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
例
へ
ば
地
階
の
者
は
階
段
を
使
用
す
る

必
要
な
き
が
故
に
何
等
の
員
携
ぞ
嬬
す
必
要
せ
歩
、
之
に
劃
し
て
第
六
階
の
所
有
者
は
一
回
出
か
て
も
十
三
個
の
階
段
を
利
用
す
る

割
合
で
あ
る
か
ら
階
段
の
保
存
費
用
の
二
十
一
分
の
六
を
員
権
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
勘
定
で
あ
り
、
昇
降
器
に
就
て
色
、
よ
り
屡
よ
り
多



く
の
時
間
に
於
て
使
用
す
る
。
然
し
一
方
地
階
の
者
は
倉
庫
の
利
用
に
使
利
な
地
位
に
在
る
し
暖
房
の
利
用
し
於
て
も
有
利
で
あ
り

得
る
が
、
他
方
塵
域
音
響
等
に
就
い
て
は
上
屠
に
あ
る
よ
り
も
一
一
暦
の
不
快
を
感
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。
反
之
第
六
階
に
ゐ
て
終
日
聾

e

唐
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
第
一
階
に
ゐ
て
一
日
に
五
六
度
階
段
を
上
下
す
る
人
も
あ
ら
う
。
地
階
の
者
、
と
臨
も
階
段
を
利
用
す
る
こ
と

は
例
へ
ば
僕
牌
の
室
が
屋
根
裏
に
あ
る
時
な
ど
考
へ
れ
ば
分
明
す
る
し
、
其
他
紹
劃
に
利
用
し
て
ゐ
な
い
と
は
云
へ
な
い
。
故
に
共

用
部
分
の
利
用
の
程
度
は
分
携
標
準
と
は
な
り
得
な
い
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
卒
等
の
原
則
に
よ
る
べ
き
か
と
い
ふ
に

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
外
壁
障
壁
等
に
庚
狭
が
あ
り
.
地
階
(
庇
舗
と
し
て
は
逆
で
あ
る
が
)
又
は
高
階
層
は
比
較
的
住
宅
と
し
て
は

他
の
部
分
よ
り
低
廉
な
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、
斯
の
如
く
絶
封
的
に
標
準
と
な
り
得
る
事
置
に
よ
っ
て
各
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
償

格
を
評
償
し
得
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
其
の
比
例
に
膝
じ
て
員
権
部
分
を
決
定
す
る
事
を
以
て
正
賞
で
あ
る
と
す
る
。
其
評
債
は
所
謂

建
築
債
格
及
び
客
観
的
取
引
債
格
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
く
.
費
貿
償
措
使
用
債
格
等
に
操
る
べ
き
で
な
く
、
減
損
額
に
就
て
も
保
存

行
銭
等
に
よ
っ
て
盤
動
が
あ
り
得
る
が
故
に
斯
る
主
観
的
要
素
は
一
切
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

共
同
部
分
即
ち
共
有
物
闘
係
に
基
く
楼
利
義
務
の
主
な
る
も
の
は
突
の
如
く
で
あ
る
。

1 

保
ト
仔
費
用
の
分
館
(
例
へ
ば
塵
挨
牧
去
料
、
動
燈
料
等
)

2 

。OH
E
2
・
ぬ
の
の
費
用
の
分
権

2
0ロ
ロ
山
口
元
市
は
家
番
.
掃
除
、
郵
便
物
受
配
、
諸
支
梯
事
務
等
を
搭
雷
す
る
)

3 

公
課
金
及
保
険
料
の
分
携

247 

以
上
が
経
常
費
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
賞
、
他
臨
時
の
場
合
に
は

修
繕
費
用
の
分
晶

1 

7
7
Y
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
y

ト
所
有
権
に
就
い
て

二
阿
七

通路の定燈料の負拾の如1 ，き b~{障維持の安全といふ見地かち地階の者も負終す

べしとするのが Grcnoblcの慣行ぐあろ Bcrnard，01'. cit. p. 145 
Pro jet， art. 1， al 1. V立法第六大同僚第二項参照。
J3ernanl， op. cit. p. ~07 en t-iniv. -226 
各人の資に臨すべきこと明かな修繕費11問より分拾する限りてはない。

10) 

11) 
]2) 

1:=l) 



7
7
v
J
ス
訟
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
y

ト
所
有
権
に
就
い
て

四
J¥. 
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改
良
加
工
費
用
の
分
携

2 3 

共
有
部
分
の
破
壊
叫
甲
子
に
原
悶
す
る
或
る
所
有
者
又
は
占
有
者
に
劃
す
る
損
害
賠
償
金
の
分
携

生

取
壊
材
料
等
の
慮
分
権

等
の
樺
利
義
務
を
有
す
る
。

第

五

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
関
す
る
諸
擢
利
の
行
使
叉
は
設
定

一
、
所

有

有占

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
所
有
者
は
、
其
所
有
権
の
自
由
な
る
行
伎
を
嬬
し
得
べ
き
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
所
有
物
返
還
請
求
権
叉
は

妨
害
除
去
請
求
樺
等
の
物
上
請
求
樺
を
布
す
る
こ
と
一
般
の
揚
合
と
同
様
で
あ
る
。
相
隣
開
係
に
就
い
て
は
、
所
有
樺
の
蚊
果
と
し

て
規
律
す
ぺ
ぎ
貼
の
あ
る
こ
と
は
前
に
も
一
言
し
た
。
向
音
響
震
動
等
の
所
謂
忍
容
義
務
に
就
て
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
何
等
の
規
定
も

な
い
が
、
今
日
の
建
築
撃
上
其
防
止
は
比
較
的
困
難
で
あ
る
と
い
ひ
、
叉
隣
家
の
密
接
の
程
度
は
一
般
の
揚
合
よ
り
強
い
の
で
あ
る

か
ら
、
各
所
有
者
聞
に
或
る
程
度
の
約
束
が
存
有
す
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
る
。
或
は
同
一
建
物
中
に
劇
揚
公
衆
舞
踏
揚
叉
は
娼
家
の

設
備
を
矯
す
こ
と
叉
は
管
業
を
属
す
こ
と
等
は
著
し
く
共
同
生
活
者
の
不
快
と
な
す
所
た
り
得
る
が
故
に
、
務
め
相
互
間
に
於
て
協

主
が
矯
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
之
等
の
協
定
の
法
律
上
の
性
質
は
複
数
的
の
不
作
潟
地
役
権
の
設
定
と
同
様
に
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
然

L
他
方
例
へ
ば
紡
鑓
業
に
於
け
る
手
工
業
が
自
家
操
業
と
し
て
蟻
ん
な
地
方
で
は
、
慣
行
と
し
て
其
事
賓
が
存
在
す
れ
ば
‘
偲
令
昔

響
に
不
快
を
感
じ
て
も
之
を
差
止
め
る
樺
限
を
隣
人
に
認
め
る
の
は
無
理
で
あ
ら
う
。
即
ち
慣
習
法
又
は
匝
域
に
よ
っ
て
忍
容
義
務

我が民法亦然りであるが之l:t線開に Lって之やWI決すぺさぐわるとされるc f" 
イツ民法第九O六f~民参!!官。
Bernaro， op. cit. p・125に州例f!.*げてある、 f，'.fBlltnc， 0]1・ eitp. 1!Jにl:t
パリに於げる鍛冶尽の例ル翠げてゐるD

2) 



の
程
度
が
定
ま
る
揚
合
も
あ
り
得
る
。
叉
自
己
の
所
有
権
に
基
く
賃
貸
借
叉
は
譲
渡
は
自
由
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
其
場
合
に

色
、
次
項
の
共
有
権
関
係
及
不
作
震
地
役
樺
関
係
は
や
回
然
其
契
約
に
附
髄
す
べ
き
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
向
譲
渡
は
自
由
な

り
と
し
て
も
分
割
譲
渡
に
就
い
て
は
制
限
を
設
く
べ
し
と
の
読
が
あ
る
。
乃
ち
分
割
譲
渡
そ
自
由
に
す
る
時
は
一
建
物
内
の
所
有
者

の
教
を
増
加
し
、
其
多
数
な
る
事
買
は
或
は
所
有
者
の
資
金
の
低
下
を
意
味
し
て
員
憶
の
分
権
に
懸
念
を
生
じ
得
る
し
、
家
族
の
培

加
は
共
用
部
分
の
使
用
牧
盆
の
度
を
増
加
し
て
従
っ
て
保
存
維
持
の
費
用
の
増
加
に
伴
ふ
員
億
分
課
に
射
す
る
困
難
を
磯
崎
想
し
得
な

い
事
も
無
い
か
ら
、
過
度
の
分
割
は
之
を
制
限
す
る
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
分
割
は
相
親
の
揚
合
に
も
起
の
得

る
が
、
所
有
権
取
得
に
伴
ふ
不
分
割
契
約
を
有
殻
と
し
或
程
度
の
所
有
権
慮
分
の
制
限
を
是
認
す
る
事
は
特
殊
の
共
同
生
活
に
於
て

望
ま
し
い
事
と
思
は
れ
る
。

向
譲
渡
又
は
抵
官
擁
の
設
定
等
に
関
係
し
て
、
其
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
就
い
て
の
樺
利
義
務
関
係
に
就
い
て
第
三
者
に
封
抗
す
る

要
件
札
守
備
へ
し
む
る
こ
と
を
要
す
る
。
例
へ
ば
共
同
生
活
者
の
資
格
制
限
、
管
業
の
自
由
に
劃
す
る
制
限
叉
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
使

用
に
闘
す
る
不
作
嬬
義
務
、
共
有
物
に
闘
す
る
員
権
義
務
叫
甲
子
に
就
い
て
、
善
意
の
第
三
者
に

4
封
抗
し
得
る
が
矯
め
に
は
夫
等
の
約

款
を
登
記
す
る
制
度
を
設
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
其
れ
は
例
へ
ば
賢
主
が
其
債
格
の
低
下
そ
欲
せ
す
し
て
附
随
義
務
の
明
示
を
避
け
た

揚
合
の
如
き
に
、
之
が
買
主
を
し
て
其
義
務
を
強
制
せ
し
む
る
唯
一
の
方
法
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
北
九

有

t塞

ア
パ
ー
ト
j

ン
ト
の
共
用
部
分
に
就
い
て
の
共
有
樺
は
其
の
建
物
の
存
す
る
限
り
は
永
久
的
不
分
割
を
橡
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
。
此
貼
は
ロ
!
?
法
以
来
共
有
の
終
了
原
因
と
し
て
共
有
物
の
分
割
を
論
断
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
の
と
共
有
の
本
質
そ
異
に

7
7
y
λ

法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
Y

ト
所
有
権
に
就
い
て

同

九

之等l主権利i監用の概念主関聯するorアヲ νスに於げる権利濫用理論Jに関して
は末川!博氏「不法行局並に模事i}i監丹1の研究j第二九一頁以下参照。
Bernard， op. cit. pp. 274-275; ドイツ民法第一0-011隊参照、ペルギー一九二
同年法も同様、 Cambon，op. cit. no. 499. 
4) 



7
-
7
y
λ

法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
V
J

ト
所
有
権
に
就
い
て

二
五

O
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す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
共
有
部
分
に
就
て
持
分

ZgHbE宮
ユ
)
の
観
念
を
奥
へ
る
こ
と
は
是
認
し
得
る
が
、
そ
れ
の
み
の
譲
渡

叉
は
出
来
は
無
意
義
で
あ
り
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
共
有
に
関
し
て
民
法
第
八
一
五
僚
は
共
有
物
の
分
割
を
目
的
と

し
て
ゐ
る
が
、
此
規
定
に
は
向
「
性
質
叉
は
用
金
に
よ
っ
て
分
割
叉
は
競
賓
の
目
的
と
な
わ
得
な
い
物
に
開
せ
ざ
る
限
り
不
分
割
を

強
制
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
」
と
補
足
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
聞
か

叉
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
共
有
部
分
の
に
閲
す
る
権
利
も
其
内
容
の
遁
雷
な
る
行
使
ぞ
伴
ふ
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
廊
下
を
倉
庫
代
り

に
使
用
す
る
事
な
ど
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
改
良
行
震
で
あ
る
が
、
大
局
に
於
て
改
良
行
鵠
は
自
己
の
費
用
を

以
て
其
共
用
物
の
用
途
を
盤
ぜ
歩
且
共
同
利
害
関
係
人
の
権
利
。
ぞ
害
せ
ざ
る
限
り
、
必
歩
し
も
全
共
有
者
の
同
意
を
要
す
る
も
の
で

は
な
く
、
只
共
有
者
全
部
に
之
を
通
知
し
若
し
反
針
あ
る
時
は
訴
訟
と
な
る
か
或
は
管
理
者
と
同
様
の
闘
係
を
生
歩
べ
き
で
あ
ら
う
o

然
し
此
揚
合
地
階
の
所
有
者
が
地
下
に
階
居
を
蝿
張
し
回
収
上
屠
の
所
有
者
が
屋
上
庭
闘
に
改
定
す
る
が
如
、
き
は
所
調
改
良
行
震
の
範

園
を
超
え
た
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
品
。
叉
例
へ
ば
地
階
の
商
庇
が
其
商
品
の
保
全
其
他
の
矯
め
に
外
壁
(
共
有
物
)
の
軒
を
利
用

し
て
天
幕
を
張
る
こ
と
は
屡
々
見
受
く
る
事
で
あ
る
。
之
を
更
に
木
製
叉
は
、
ガ
ラ
ス
製
の
庇
と
し
て
外
壁
に
定
着
せ
し
め
る
こ
と
は

改
良
行
偏
に
屈
す
る
。
此
揚
合
に
階
上
の
所
有
植
者
は
街
路
叉
は
中
庭
の
展
望
'
伊
一
害
す
る
も
の
と

L
て
、
妨
害
の
排
除
そ
求
め
得
る

か
と
い
ふ
に
、
此
程
度
の
改
良
は
忍
容
す
べ
き
も
の
と
考
ふ
べ
き
こ
と
は
看
板
叉
は
庚
告
板
の
設
置
と
同
様
に
解
す
.
べ
き
で
あ
る
。

只
著
し
く

E
大
な
看
板
が
上
居
の
窓
を
蔽
ふ
が
如
舎
は
勿
論
許
容
し
得
べ
き
限
り
で
は
な
い
円
。
又
瓦
新
電
気
混
水
等
の
濫
用
に
よ
っ

て
共
同
生
活
者
に
迷
惑
不
便
を
輿
へ
る
事
は
濁
立
的
な
家
屋
に
於
け
る
よ
り
も
其
影
響
は
著
し
い
一
る
の
が
あ
り
得
る
。
之
等
の
揚
合

に
も
共
有
物
に
闘
す
る
樺
利
濫
川
の
法
理
の
遁
用
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
‘
7
0

05) 不分割共有機に就いては Hamed Zaki: Vers ¥lne reglemcntatiυn leg-ale dc 
la coprοpriete avcc indivision en Egypte， Bul1etin mcnsnel de la societ6 dc 
legislution comparee， t. 62， p. 376 以下参照。 f~J 日本民法第二五八保ドイツ民
法第七四九佼以下スイス民法第六五Ofl隊参照。
日本民法第一五五保参照。 Bernard，op. cit. I'p. 218-226参照
Projet， art. 4. 
イ?<~-民法(一八六八年〉第五六四僚参照。
Bernard. op. cit. pp. 182-198 
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三
.
抵

嘗

樺

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
於
け
る
抵
蛍
擢
の
設
定
の
置
際
に
付
て
は
既
に
地
方
に
於
て
は
(
〕
広
島
山
許
可
2
5
5・
及
地
方
銀
行
が
之
を
認

は
今
日
ま
で
稀
な
例
外
を
除
い
て
其
設
定
ぞ
喜
ば
な
い
。
之
は
共
用
部
分
に
於

め
て
ゐ
る
が
‘
パ
リ
に
於
け
る
合
・
注
目
け
司
。
ロ
己
2

け
る
共
有
権
制
度
の
不
安
定
に
基
く
こ
と
が
重
な
る
理
由
で
あ
る
か
ら
、
法
律
上
の
不
備
欠
陥
が
一
日
も
早
く
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
而
し
て
抵
蛍
樺
の
殻
力
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
白
檀
の
所
有
搭
と
共
用
部
分
の
共
有
権
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
か
ら
‘
活

然
之
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
土
地
の
持
分
に
就
い
て
も
其
殻
力
を
及
隠
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

所
謂
根
抵
蛍
は
原
則
と
し
て
民
法
第
一
二
二
九
候
第
二
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
第
一
二
三

O
僚
は
携
保
の
不
足
な
る

揚
A
口
に
例
外
を
認
め
て
ゐ
る
。
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
建
築
に
就
い
て
も
此
規
定
は
遁
用
し
得
る
の
で
あ
る
が
‘
此
揚
合
既
存
の
客
瞳

は
主
に
土
地
叉
は
地
上
様
で
あ
る
。
而
し
て
其
抵
山
活
躍
の
設
定
は
全
共
有
者
の
同
意
あ
る
時
は
.
其
後
の
競
賓
叉
は
分
割
の
結
果
如

何
に
拘
ら
十
抵
嘗
樺
の
妓
力
は
保
た
れ
る
。
且
抵
蛍
土
地
上
の
建
築
物
は
雷
然
第
一
二
三
三
傑
の
改
良
守
E
色
C
E
R
Sる
の
意
義

の
中
に
包
含
さ
れ
る
と
解
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
亦
之
に
も
其
破
力
は
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
建
築
物
自
鰻
に
就
い
て
は
明
文
は

無
い
が
、
一
九
二
四
年
の
ベ
ル
ギ
ー
法
に
於
て
は
第
五
傑
に
「
据
蛍
樺
は
開
始
又
は
翠
に
計
4

且
因
さ
れ
た
建
築
に
よ
る
建
物
の
上
に
設
定

さ
れ
得
、
其
揚
合
は
抵
品
目
回
権
者
は
其
利
盈
の
矯
め
に
建
築
し
得
る
現
貰
の
利
盆
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
o

叉
抵
嘗
躍
の
目
的
物

に
就
い
て
立
法
研
究
協
舎
の
草
案
第
五
傑
に
は
「
民
法
第
二
一
一
八
傑
に
突
の
如
く
遁
加
す
る
。
抵
嘗
樺
は
土
地
を
同
時
に
抵
雷
に

入
る
L

限
り
軍
に
建
築
を
計
書
さ
れ
た
建
物
の
一
部
に
設
定
せ
ら
る
k

こ
と
を
得
る
」
と
規
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
建

251 

築
の
準
む
に
従
っ
て
抵
蛍
樫
は
其
目
的
物
の
上
に
憤
張
さ
れ
、
若
し
工
事
完
了
の
見
込
の
な
い
時
は
抵
宮
擢
者
自
ら
が
其
完
成
に
協

7
7
Y
ス
法
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
V

ト
所
有
穫
に
就
い
て

二
五

Projet， art.。に11:譲渡叉It差押の揚ftと共に此鮎か明定ぜんことか希望して
ゐる。

民法第二一二五僚に迫力目されれ一九一0年一二月三一日法o
Planiol et Ripert， Traite，又nt. 1 Xo. 433. 

10) 

11) 
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y
λ

訟
に
於
げ
る
ア
パ
ー
ト
メ
v
J

ト
所
有
権
に
就
い
て

五.
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力
し
得
る
地
位
を
認
む
べ
き
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
賓
際
に
於
て
は
債
権
者
殊
に
⑦
2
5・。。
E
1
0町

L
g

】
凶

H
W
C
-
4
2
Z
2
2は
土
地
叉
は
建
物
の
全
部
に
就
い
て

HA
な
け
れ
ば
抵
蛍
確
を
設
定
す
る
を
承
諾
し
て
ゐ
な
い
。
故
に
設
定
者
に
於
い

て
も
闇
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
内
部
開
係
は
複
雑
に
な
る
が
‘
権
利
の
賀
行
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
之
を
優
れ
り
と
す
る
の
で

あ
る
。
叉
一
部
分
の
抵
宮
樫
の
糠
除
は
其
目
的
物
の
範
園
が
確
保
し
得
ら
る
L
限
り
有
般
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

四
、
家

M 

国
(
一
宮
市
ロ
仏
口

rE口]
凸
)

一
九

O
九
年
七
月
一
一
一
日
の
差
押
不
能
の
家
財
閥
の
構
成
に
就
い
て
の
法
律
第
二
保
は
附
随
的
共
有
樺
の
持
分
を
含
む
四
一
内
法
の

額
に
蓮
す
る
迄
の
分
割
建
物
に
就
て
家
財
国
の
設
定
を
認
め
て
ゐ
る
。
之
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
僚

は
既
に
同
法
第
四
傑
の
共
有
な
ら
ざ
る
不
動
産
の
要
件
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
質

1cH: 
IfJ 

樺

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
者
、
か
之
ケ
他
に
賃
貸
し
叉
は
其
賃
借
樺
者
が
之
ケ
轄
貸
し
得
る
こ
と
は
一
一
般
の
原
則
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
前
述
の
不
作
震
の
義
務
員
躍
の
如
き
は
登
記
の
あ
る
限
り
第
三
者
に
も
封
抗
し
得
る
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
賃
貸
借
に

就
い
て
は
多
数
の
特
別
法
が
あ
る
こ
と
は
前
漣
し
た
通
り
で
あ
る
。

向
ア
バ
!
ト
メ
ン
ト
所
有
権
取
得
者
と
賃
借
植
者
と
の
闘
係
に
於
て
一
九
一
二
年
三
月
一
日
法
と
七
月
一
七
日
法
は
既
存
不
動
産

の
所
有
権
の
分
割
取
得
者
は
借
家
人
に
迫
奪
の
結
果
と
し
て
立
退
か
し
む
る
こ
と
を
得
し
め
た
が
、
其
後
直
ち
に
之
が
矯
め
の
権
利

滋
用
の
弊
に
陥
り
.

一
九
二
二
年
二
月
一
日
法
以
後
の
分
割
家
屋
に
於
て
は
宜
ち
に
借
家
人
ぞ
立
退
か
し
む
る
こ
と
を
得
な
い
も
の

と
し
た
。
部
し
之
も
不
都
合
が
あ
る
の
で
一
九
二
六
年
四
月
一
日
法
は
其
第
五
係
以
下
で
其
黙
を
多
少
緩
和
し
て
ゐ
る
。

総除に就いては Aubryel 11:111， ConrH， 1TI. )10・2!)日hiKj Colin ct C'apitant， 
Cours， t. n p. 987参照
此J3(Bernard. op， cit pp. 111-120 
採悩;権叉l:t先取特権に閲してl:t同法第五{隊参照。
Hernaru. op・citp. 29. 'f<'.i一九二大年法11一九二九年六月二九日法存以て改
正されてゐるが趣旨l:tlffJーぐわる。
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以
上
が
ア
パ
ー
ト
メ
シ
ト
に
闘
す
る
重
な
る
樺
利
に
就
い
て
の
概
説
で
あ
る
。
向
地
上
権
に
就
い
て
所
有
樺
其
他
前
述
の
所
に
よ

っ
て
推
論
し
得
る
と
岡
山
ふ
。

第

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
於
げ
る
管
理

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
管
理
に
就
い
て
は
特
約
の
無
い
揚
合
と
有
る
揚
合
と
ぞ
別
っ
て
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。

一
、
特
約
の
無
い
揚
合

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
全
瞳
殊
に
共
用
部
分
の
管
理
関
係
を
定
む
る
こ
と
に
は
か
な
り
困
難
な
揚
合
を
生
歩
る
。
例
へ
ば
修
轄
の
要
否

は
誰
が
決
定
す
る
か
。
何
時
其
工
事
を
属
す
か
、
訴
訟
の
提
起
叉
は
防
禦
は
誰
の
名
に
於
て
し
得
る
か
、
支
蹄
は
誰
が
す
る
か
等
管

理
事
務
に
必
要
な
事
項
は
数
多
あ
る
。
此
揚
合
に
事
務
管
理
叉
は
無
機
代
理
の
観
念
を
以
て
解
決
し
得
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
c

組
合
に
於
て
は
各
祉
員
が
相
互
の
矯
め
に
管
理
樺
ぞ
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ハ
第
一
八
五
九
僚
第
一
一
波
)
が
、
此
揚
合
の
各
共
有

者
聞
に
は
法
律
上
常
然
に
組
合
又
は
之
に
類
似
の
関
係
は
認
め
得
な
い
。
従
っ
て
或
事
務
を
他
の
所
有
者
に
委
任
し
た
も
の
と
法
定

し
得
な
い
。
然
し
財
産
的
利
盆
の
分
配
を
目
的
と
せ
す
し
て
且
永
久
的
性
質
を
有
す
る
駄
に
於
て
は
壮
圏

(
k
p
g
o
己
主
吉
岡
)
に
類
似

し
て
ゐ
る
。
遁
常
祉
国
は
結
局
行
政
的
届
出
と
法
人
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
関
す
る
共
有

者
聞
に
法
人
格
を
認
め
得
る
賓
質
的
根
擦
は
薄
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
只
其
管
理
に
就
い
て
は
少
数
者
の
意
思
に
よ
っ
て
混
刷
協
を
惹

起
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
動
、
或
は
棉
て
の
所
有
者
が
共
有
物
の
管
理
に
や
回
る
こ
と
を
得
な
い
が
之
を
必
要
と
す
る
貼
に
於
て
は
他
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の
組
合
叉
は
吐
園
の
揚
合
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
乞
う
し
て
も
共
有
物
に
就
て
の
管
理
人
の
選
定
及
び
管
理
事
務
に
付
て
の
代
理
樺
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の
授
奥
、
或
は
組
合
の
設
置
に
よ
っ
て
多
数
決
に
よ
る
管
理
方
法
の
決
定
等
に
関
し
て
法
規
ぞ
設
く
る
こ
と
を
要
す
る
。
叉
訴
訟
委

任
等
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

管
理
行
嬬
に
就
い
て
多
数
決
を
以
て
す
る
こ
と
は
各
国
法
が
多
数
の
揚
合
に
於
て
採
る
所
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四

僚
は
何
等
此
鈷
を
明
ら
か
に
し
で
ゐ
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
の
一
九
二
四
年
民
法
改
正
法
〔
第
五
七
七
僚
の
ニ
第
五
項
)
は
共
有
者
は
純
粋
な

る
保
存
行
嬬
又
は
偲
の
管
理
行
矯
ぞ
潟
す
こ
と
を
得
る
が
棉
て
の
共
有
者
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
全
員
一
致
ぞ

望
む
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
多
数
決
に
よ
っ
て
共
同
生
活
の
利
盆
の
矯
め
に
少
数
者
の
主
張
を
抑
制
し
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し

多
数
決
在
鵠
す
か
}
得
す
し

τ、
事
緊
急
を
要
す
る
揚
合
等
に
は
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
っ
て
裁
判
所
は
遁
官
な
る
解
決
方
法
と
し

て
は
第
一
に
車
数
叉
は
強
数
の
管
理
人
を
選
任
す
‘
べ
き
で
あ
る
。
此
場
合
じ
は
同
時
に
容
共
有
者
間
叉
は
管
理
人
の
聞
に
於

τ法
定

委
任
の
閥
係
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
其
意
思
協
定
の
機
関
と
し
て
棉
舎
を
設
け
其
表
決
構
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
慣
格
に

比
例
す
る
共
有
の
持
分
を
標
準
と
す
る
と
共
に
、
小
共
有
権
者
を
保
護
す
る
矯
め
に
は
綿
合
出
席
の
所
有
者
敢
に
定
足
数
を
設
く
べ

き
で
あ
ら
う
。

法
定
管
理
人
の
行
嬬
に
し
て
向
共
有
者
の
反
針
を
受
け
た
時
は
相
互
の
聞
に
訴
訟
と
な
り
裁
判
所
の
子
興
す
る
所
と
な
る
の
は
発

れ
ぬ
と
し
て
も
、
多
く
の
揚
合
普
通
裁
判
手
趨
に
依
る
時
は
不
便
を
奥
へ
る
も
の
と
考
へ
る
か
ら
、
念
建
審
理
手
続
官
。
口

h
E
E

令
市
回
忌
同
公
舎
に
よ
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
。

一
一
.
特
約
の
あ
る
揚
合

以
上
は
特
約
の
無
い
揚
合
の
管
理
方
法
で
あ
る
が
、
今
日
多
く
の
揚
合
に
於

τは
、
各
所
有
者
間
の
樺
利
義
務
を
明
ら
か
じ
し
た

例へ11."日本民法第二五.二僚、ドイツ民法第七四四僚、第七四五僚、スイス民法

六四七線、イタ v-民法六七八{様、スペイ ν民法第三九八依等o1M民法第八二
六僚に共同相続〕又It前法第二二u{1首長(船舶〕の規定lt此場合の共有に岱然に
類tfi，遁用され得るものぐはない。
Projct， art. 2. a1. 2-4参照。
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特
約
の
存
す
る
こ
と
そ
常
と
す
る
。
即
ち
其
内
容
は
各
共
有
機
者
間
の
意
思
の
一
致
に
依
る
か
或
は
分
割
譲
渡
な
錦
す
最
初
の
一
所

有
者
が
之
そ
決
定
し
得
る
。
契
約
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
法
制
の
必
要
な
し
と
は
云
へ
示
、
法
制
あ
り
と
離
も
契
約
の
殻
力
の
償
値

を
減
退
せ
し
む
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
其
の
契
約
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
は
上
蓮
の
所
を
参
照
す
れ
ば
大
韓
明
ら

か
に
な
る
と
思
は
れ
る
か
ら
弦
に
は
敢
て
列
皐
し
な
い
が
夫
等
の
特
約
の
第
三
者
に
劃
し
て
封
抗
力
あ
る
が
矯
め
に
登
記
制
度
の
要

あ
る
こ
と
を
反
覆
し
た
い
。
叉
特
に
望
ま
し
い
事
は
管
理
費
用
の
務
納
制
度
を
設
け
て
‘
緊
急
の
用
に
感
ぜ
し
め
る
こ
と
或
は
不
蛍

な
る
支
梯
組
組
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
ぞ
得
る
に
あ
る
。
之
に
就
い
て
は
吐
圏
観
念
を
以
て
し
て
此
の
資
金
の
濁
立
性
そ
認
め
し

む
る
こ
と
そ
可
と
す
る
。
斯
く
す
れ
ば
員
謄
不
梯
の
撞
立
退
く
事
を
防
止
し
叉
個
人
的
債
樫
者
の
矯
め
に
他
の
共
有
者
か
迷
惑
を
受

く
る
こ
と
そ
防
止
し
得
る
で
あ
ら
う
。

契
約
の
あ
っ
た
際
嘗
卒
者
聞
に
紛
争
を
生
じ
た
時
裁
判
所
は
共
通
の
利
盆
と
個
人
的
利
盆
ぞ
調
和
せ
し
む
べ
き
事
は
勿
論
で
あ
弘
山
u

他
の
共
有
者
の
利
盆
を
代
表
す
る
者
は
管
理
人
で
あ
っ
て
.
之
が
原
告
と
色
被
告
と
も
な
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
等
の
関
係

は
や
田
事
者
間
の
特
別
契
約
或
は
棉
曾
に
於
て
決
定
さ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。

結

言

以
上
が
大
館
現
在
フ
-
フ
ン
ス
・
法
に
於
け
る
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
所
有
権
及
び
其
所
有
者
聞
の
法
律
関
係
の
大
要
で
あ
る
。
前
本
論
文

の
内
容
に
於
て
或
は
精
粗
宜
し
き
ぞ
得
な
い
誌
、
或
は
其
取
得
叉
は
管
理
の
方
法
等
に
付
て
更
に
詳
細
に
論
ホ
ベ
き
貼
、
叉
は
ア
パ
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i
ト
メ
ン
ト
所
有
権
及
び
之
に
件
ふ
共
有
関
係
の
消
滅
叉
は
再
建
築
の
相
場
合
の
存
韻
等
に
闘
し
て
論
す
べ
き
齢
、
及
び
英
米
其
他
の
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外
国
法
を
参
照
し
て
研
究
す
べ
き
貼
等
を
多
く
快
い
た
事
に
於

τ其
不
備
を
自
認
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
長
文
に
亘
る
事
を

避
け
て
今
回
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四
傑
を
中
心
と
し
た
研
究
を
以
て
一
先
づ
欄
筆
し
た
い
。
蹴
っ
て
我
園
の
現
賦
ぞ
見
る
に
、

前
に
し
て
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
制
度
は
漸
く
護
蓮
の
緒
に
就
い
た
と
は
い
へ
、
+
本
記
賃
貸
借
の
程
度
を
出
つ
る
こ
と
少
く
、
其
種
の
所

有
権
其
も
の
L
議
論
乃
至
裁
判
は
甚
だ
暴
く
或
は
皆
無
と
げ
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
勝
て
文
化
の
護
蓮
と
共
に
該
制
度
の
進
展
を
龍

期
し
得
べ
く
.
務
め
本
稿
ぞ
草
し
て
大
方
の
考
慮
を
煩
は
す
も
強
ち
無
意
義
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
敢
て
諸
賢
の
御
叱
正
を
巽
望
一

す
る
究
第
で
あ
る
。

〔
附
記
〕

森
本
博
士
が
ア
パ
ー
ト
メ

VJ
ト
に
就
い
て
伐
先
強
者
で
あ
り
非
常
の
関
心
か
持
土
れ
て
ゐ
ろ
こ
と
同
周
知
の
事
ぐ
あ
る
か
ら
、
法
総
合

が
共
論
集
か
博
士
に
捧
ぐ
る
に
際
し
て
本
稿
か
加
へ
き
ぜ
て
頂
い
れ
。
特
に
博
士
の
忌
仰
な
き
御
批
殉
か
賜
り
皮
い
と
奨
っ
て
ゐ
る
。


